
平成２８年１１月２５日

東 北 森 林 管 理 局

指名停止措置の概要

１．指名停止措置業者名及び業者の住所

青森県青森市新町２－５－１

株式会社 角弘

２．指名停止措置期間

平成２８年１１月２５日から平成２９年 ２月 ２日まで（１０週間）

３．指名停止措置の範囲

東北森林管理局管内

４．事 実 概 要

株式会社角弘は、青森県内における民間発注の鋼構造物工事において、建設業法

第３条第１項の許可を受けないで建設業を営む者と政令で定める軽微な建設工事の

範囲（５００万円）を超えて下請契約を締結した。このことが同法第２８条第１項

第６号に該当するとして平成２８年９月２７日に建設業許可部局である東北地方整

備局長から７日間の営業停止処分を受けた。

あわせて、同工事において下請契約を締結した業者について同法第２４条の７

第２項に違反し、元請負人に対し事実と異なる再下請通知書を作成し通知した。

このことが、同法第２８条第１項に該当するとして同日に指示処分を受けた。

５．指名停止措置理由

上記のことは、「工事請負契約指名停止等措置要領」別表第２贈賄及び不正行為

等に基づく措置基準の第１３号（建設業法違反行為）に該当し、契約相手方として

不適当と認められるため、本件については１０週間指名停止措置とするものである。
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〈工事請負契約指名停止等措置要領〉

別表第２ 贈賄及び不正行為等に基づく措置基準

措 置 要 件 期 間

（建設業法違反行為） 当該認定をした日から

１３ 当該部局が管轄する区域内において、建設業法（昭和２４年法 １ヵ月以上９ヵ月以内

律第１００号）の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適

当であると認められるとき（次号に掲げる場合を除く。）。


